
6 いじめに起因する事件  

（1）事件数   

いじめに起因する事件の件数  

12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年  増減数  増減率   

総  数    170  110  94  106  161  165  233  201  151  163   12  7．9  

いじめに    159  103  89  99  141  155  223  195  138  151   
よる事件  

13  9，4  

構 成 比  93．5  93．6  94．7  93．4  87．6  93．9  95．7  97．0  91．4  92．6  1．2  

いじめの仕返    四   
しによる事件  

7   5   7  20  10  10   6  13   12  ▲  1  ▲ 7．7  

構 成 比  6．5  6．4  5．3  6．6  12．4  6．1  4．3  3，0  乳6  7．4  ▲ 1，2  

（2）検挙t補導人■   

いじめに起因する事件の検挙・補導人員  

12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年  増減数  増減率   

総  数    450  288  225  229  316  326  460  457  313  313   0  0．0  

小 学 生  7   6   3  34  23   18  26   7  38   31  442．9  

構 成 比  1．6  2．1  0．4  1．3  10．8  7．1  3．9  5．7  2．2  12．1  9．9  
中 学 生   341  216  163  182  217  240  352  349  238  228  ▲ 10  ▲ 4．2  

構 成 比  75，8  75，0  72．4  79．5  68．7  73．6  76．5  76．4  76．0  72．8  ▲ 3．2  

高 校 生   102  66  61  44  65  63  90  82  68  47  ▲  21  ▲30．9  

構 成 比  22．7  22．9  27．1  19．2  20．6  19．3  19．6  17．9  21．7  15．0  ▲ 6．7  

（3）原因・動機別   

いじめの原因・動機  

12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年  増減数   

検 挙・補導 人 員   450  288  225  229  316  326  460  457  313  313   0   

は  22．9  22．9  25．8  16．6  25．9  27．0  15．0  12．9  21．1  20．4  ▲ 0．7  

ら しヽ  
せ  

（％）   

か面  

ら白  
態度動作が鈍い  4．0  6．6  3．6  13．1  8．5  11．3  7．8  5．9  7，0  11．8  4．8  

肉体的欠陥がある  0．0  3．5  4．9  1．7  3．5  3．4  3．0  5．0  4．5  0．3  ▲ 4．2  

か半  

い分  1．3  0．0  2．7  0．4  1．9  1．5  0．4  0．7  0．6  1．9  1．3  

（％）   

その他（交わろうとしない等）（％：   15．8  11．5  8．0  13．5  10．8  7．1  13．0  8．1  6．1  7．0  0．9   

注）複数回答である。  
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（4）いじめによる事件の罪種別検挙・補導人1   

いじめによる事件の罪種別検挙・補導人員  

強わ  そ  

い  力  物  

せ  損  
の  

行  

数     制つ   
総  数    297   4  33  125  41   39   19   5   19   

う ち女子  66   4   
3  28   15   0   6   4   2   0   4  

小 学 生   38   4   5   9   3   0   14   0  

う ち女子   9   4   3   0   0   0   0   0   0  

中  学 生   212   0  24  90  29   0  34   5   4  15   

う ち女子  51   0   2  23  0   6   4   0   4  

高 校 生   47   0   4  26   9   0   5   0   0   3   0  

う ち女子   6   0   0   2   4   0   0   0   0   0   0   

（5）いじめの仕返しによる事件の罪種別檎曹・補導人員   

いじめの仕返しによる事件の罪種別検挙・補導人員  

殺  傷  脅  

物  
の  

・損  

数  人   火  害  迫   境   他   

総  数  16   8   3   2  

う．ち女子   10   0   0   6   2   

小 学 生  0   0   0   0   0   0   0  

う ち女子   0   0   0   0   0   0   0  

中 学 生  16   8   3   2  

う ち女子   10   0   0   6   2   

高 校 生  0   0   0   0   0   0   0  

う ち女子   0   0   0   0   0   0   0   

く8）相談状眉   

被害少年の相談状況  

12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年  増減数   

被  害  少  年   179  122  97  115  160  203  210  206  148  157   9   

相  

談   
し  
た   

％  ￥寮等の相談機関に相続した  7，3  6．6  7．2  7．8  13．8  13．8  31．0  21．4  17．6  20．4  2．8  

その他に相談した  0．0  0．8  1．0  2．6  0．6  0．0  0．5  0．5  0．0  0．6  0．6   

相談しなかった（％）  8．9  7．4  11．3  11．3  16．9  35．5  21．9  15．0  14．2  19．1  4．9   

注）複数回答である。  
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7 ライター用ガス書を吸引中又は吸引直後の少年による書件等  

（1）罪種別   

犯罪少年及び触法少年による事件数及び検挙・補導人員  

窃  

王含  
の  

遇む  

数  盗   H kW 他   

件  数   4   2   

人  員   5   3   

（2）原因・動機別   

犯罪少年及び触法少年による事件の原因・動機別検挙・補導人員  
総  原 因・動 機  

快  犯  そ  

実   び讐含  

逃   ；富む   目   

数          楽   避   味．「い．  的  的   他   

総  数  5   0   4   0   0   0  

う ち 女 子   2   0   0   2   0   0   0   

（3）措t状況   

措置別検挙・補導人員  

ぐ 犯 少 年   不良行為  
犯罪少年  触  法  少  年  

触法少年   
少年の補  

導 

総  数  6   5   0   0   0   0  35  

う ち女子   3   2   0   0   0   0   8  

未 就 学  0   0   0   0   0   0   0   0  

う ち女子   0   0   0   0   0   0   0   0  

小 学 校  0   0   0   0   0   0   0   0  

う ち女子   0   0   0   0   0   0   0   0  

中 学 校  2   0   0   0   0   14  

う ち女子   0   0   0   0   0   2  

高 校 生  2   2   0   0   0   0   0   8  

う ち女子   0   0   0   0   0   0   0   3  

大 学 生  0   0   0   0   0   0   0   0  

う ち女子   0   0   0   0   0   0   0   0  

その他の学生  0   0   0   0   0   0   0   0  

う ち女子   0   0   0   0   0   0   0   0  

有 職 少 年  0   0   0   0   0   0   0   7  

う ち女子   0   0   0   0   0   0   0   

無 職 少 年  2   2   0   0   0   0   0   6  

う ち女子   2   2   0   0   0   0   0   2   
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年
 
 

諾
 
 

）
 
 

8
 
日
〓
 
 

ぐ犯少年の男女別補導人員  

12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年  増減数  増減率   

総  数    1，887  1，811  1，844  1，627  1，657  1，508  1，482  1，379  1，199  1，258   59  4．9  

男  子   972  841  863  650  724  678  708  687  631  681   50  7．9  

構 成 比  51．5  46．4  46．8  40．0  43．7  45．0  47．8  49．8  52．6  54．1  1，5  

女  子   915  970  981  977   830  774  692  568  577   9  1．6  

構 成 比  48．5  53．6  53．2  60．0  56．3  55．0  52．2  50．2  47．4  45．9  ▲ 1，5  

（2）態様別   

ぐ犯少年の態様別補導人員  

12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年  増減数  増減率   

総  数   1，887  1，811  1，844  1，627  1，657  1，508  1，482  1，379  1，199  1，258   59  4．9  

保護者の正当な  
監督に服しない  
性癖のある少年   

正当の理由が  
なく家庭に寄り  
附かない少年   

犯罪性のある人若しくは  
不運碓な人と交碍し、又 ほいかかわしい場所に出  
入りする少年   

自己又は他人の徳性  
を書する行為をする  
便鱒のある少年   
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9不良行為少年  

（1）総数   

不良行為少年の男女別補導人員  

12年  13年   14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年  増減数  増減率   

総  数    885，775  971，881  l．122，233  1，298，568  1，419．085  l，367．351  l，427，928  1，551．726  1，361，769  l，O13，840  ▲347，929  ▲25．5  

男  子   720，001  776，697  890，838  1，027，25（）  1，106，024  1．054，825  1．092，996  l，176，417  l，029，445  779，836  ▲249，609  ▲24．2  

構 成 比  81．3  79．9  79．4  79．1  77．9  77．1  76．5  75．8  75．6  76．9  1．3  

女  子   165，774  195，184  231，395  271，312  313，061  312，526  334，932  375，309  332，324  234，004  ▲98，320  ▲29．6  

構 成 比  18．7  20．1  20．6  2b．9  22．1  22．9  23．5  24．2  24．4  23．1  ▲ 1．3  

（2）態様別   

不良行為少年の態様別補導人員  

12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年  増減数  増減率   

総  数   885，775  971，881  l，122，233  l．298，568  1，419，085  l，367，351  1，427．928  l，551，726  l，361，769  1，013，840  ▲347，929  ▲25．5  

飲  酒  30，546  30，577  33，407  36，291  35，574  30，500  29，288  24，406  18，973  17，028  ▲1，945  ▲10．3  

喫  煙  417，053  437，988  480，598  542，214  575，749  545，601  557，079  602，763  497，658  364，956  ▲132．702  ▲ 26．7  

薬 物 乱 用  7，217  5，809  4，713  3，516  2，279  1，156  82ナ  471  376  257  ▲ 119  ▲31．6  

粗 暴 行 為  4，005  4，579  4，647  5，108  4，986  5，445  5，375  5，899  6，055  6，397  342  5，6  

刃物等所持  551  512  433  470  475  415  423  339  359  349  ▲ 10  ▲ 2．8  

金品不正要求  641  520  444  427  346  309  246  403  792  205  ▲ 587  ▲74．1  

金品持ち出し  605  779  701  789  994  1，052  938  1，101  1，209  1，286   77  6．4  

性的いたずら  127  158  128  136  162  124  141  86  149  72  ▲  77  ▲ 51．7  

暴 走 行 為  32，417  32，220  30，176  29，392  25，890  19，266  16，681  16，759  11，826  5，993  ▲5，833  ▲49．3  

家  出  8，049  7，685  6，662  5，801  4，902  4，550  4，500  4，361  4，536  4，322  ▲ 214  ▲ 4．7  

無 断 外 泊  3，896  4，155  4，937  4，856  4，759  4，006  4，006  3，855  3，810  3，306  ▲ 504  ▲13．2  

深夜はいかい  307，112  370，523  475，594  577，082  669，214  671，175  719，732  795，430  732，838  554，078  ▲178，760  ▲24．4  

学  21，878  21，462  20，064  23，255  22，350  22，841  24，847  25，569  23，779  18，514  ▲5，265  ▲22．1  

不健全性的行為  1，048  1，185  1，342  1，715  1，603  1，751  2，031  2，057  1．，897  1，453  ▲ 444  ▲23，4  

不 良 交 友  32，758  35，177  36，157  42，712  44，971  37，831  40，161  44，717  35，169  14，406  ▲20，763  ▲59．0  

不健全娯楽  4，077  3，217  3，660  4，104  5，179  6，418  6，530  6，491  8，262  9，020  758  9．2  

そ  の  他  13，795  15，335  18，570  20，700  19，652  14，911  15，123  17，019  14，081  12，198  ▲1，883  ▲13．4   
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刑法犯罪種別年齢別少年被害認知件数  暫定値  
少年総数   0歳～5歳   6歳～12歳  13歳～19歳  0歳～12歳   

合計  21年   275，328   352   33，128   241，848   33，480  

20年   289，035   430   32，898   255，707   33，328  

増減数  ▲  13，707  ▲  78   230  ▲  13，859   152  

増減率  ▲  4．7  ▲  18．1   0．7  ▲  5．4   0．5  

凶悪犯  21年   1，108   44   96   968   140  

20年   1，231   86   109   1，036   195  

増減率  ▲  10，0  ▲  48．8  ▲  11．9  ▲  6．6  ▲  28．2  

殺人   21年   115   44   34   37   78  

20年   166   86   29   51   115  

増減率  ▲  30．7  ▲  48．8   17．2  ▲  27．5  ▲  32．2  

強盗   21年   380   0   7   373   7  

20年   362   0   8   354   8  

増減率   5．0  ▲  12．5   5，4  ▲  12．5  

強姦   21年   603   0   53   550   53  

20年   695   0   71   624   

増減率  ▲  13．2  ▲  25．4  ▲  11．9  ▲  25．4  

粗暴犯  21年   12，970   166   1，281   11，523   1，447  

20年   14，443   186   1，380   12，877   1，566  

増減率  ▲  10．2  ▲  10．8  ▲  7．2  ▲  10．5  ▲  7．6  

傷害   21年   5，046   105   385   4，556   490  

20年   5，516   110   362   5，044   472  

増減率  ▲  8．5  ▲  4．5   6．4  ▲  9．7   3．8  

恐喝   21年   2，302   2   182   2，118   184  

20年   2，613   193   2，419   194  

増減率  ▲  11．9   100．0  ▲  5．7  ▲  12．4  ▲  5．2  

窃盗犯  21年   240，813   0   29，777   211，036   29，777  

20年   250，179   0   29，394   220，785   29，394  

増減率  ▲  3．7  1．3  ▲  4．4   1．3  

知能犯  21年   1，073   0   16   1，057   16  

20年   1，597   O O 20   1，577   20  

増減率  ▲  32．8  ▲  20．0  ▲  33．0  ▲  20．0  

風俗犯  21年   3，904   49   969   2，886   1，018  

20年   4，119   63   949   3，107   1，012  

増減率  ▲  5．2  ▲  22．2   2．1  ▲  7．1   0．6  

強制わいせつ   21年   3，508   49   887   2，572   936  

20年   3，691   63   873   2，755   936  

増減率  ▲  5．0  ▲  22．2   1．6  ▲  6．6   0，0  

その他の刑法犯   21年   15，460   93   989   14，378   1，082  

20年   17，466   95   1，046   16，325   1，141  

増減率  ▲  11．5  ▲  2．1  ▲  5．4  ▲  11．9  ▲  5．2  

逮捕監禁  21年   92   3   4   85   7  

20年   114   112   2  

増減率  ▲  19．3   200．0   300．0  ▲  24．1   250，0  

略取誘拐等  21年   126   22   55   49   77  

20年   111   15   48   48   63  

増減率   13．5   46．7   14．6   2．1   22．2  



11児暮膚待書件の検挙状況  

（1）鳳様別検挙状濁   

検挙件数  

年 区分   12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年  構成比（％）   
増減数  増減率   

186  189  172  157  229  222  297  300  307  335  100．0  28  9．1  

総   数 （件）  （46）  （47）  （37）  （43）  （38〉  （36）  （39）  （100．0）  （3）  （8．3）  

［9］  ［8］  ［16］  ［8］  ［10］  ［14］  ［11］  ［100．0］  ［▲3〕  【▲2l．4］  

124  136  119  109  176  156  199  211  205  234  69．9  29  14．1  

身 体 的 虐 待  （46）  （47）  （37）  （43）  （38）  （36）  （39）  （100．0）  （3）  （8．3）  

［9］  ［8〕  ［16］  ［8］  ［10］  ［14］  ［9］  ［81．8］  ［▲5］  ［▲35．7］  

44  32  33  29  39  55  75  69  82  91  27．2  9  11．0  

性 的 虐 待  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0）  

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  【0．0］  ［0］  

18  21  20  19  14   23  20  20   10  3．0  ▲10  ▲50．0  

怠慢又は拒否  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0）  

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［2］  ［18．2］  ［2］  

0   0   0   0  0  0  0  0  0  0  

心 理 的 虐 待  （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  ［0］  

年 区分   12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年  構成比（％）  増減数  増減率   
208  216  184  183  253  242  329  323  319  356  100．0  37  11．6  

総   数 （人）  （49）  （50）  （37）  （45）  （40）  （36）  （39）  （100．0）  （3）  （8．3）  

［10］  ［8］  ［16］  ［8］  ［10］  ［16］  ［12］  ［100．0］  ［▲4】  【▲25．0］  

139  156  127  130  193  172  221  227  213  251  70．5  38  17．8  

身 体 的 虐 待  （49）  （50）  （37）  （45）  （40）  （36）  （39）  （100．0）  （3）  （8．3）  

［10］  ［8］  ［16］  ［8］  ［10］  ［16］  ［9］  ［75．0］  ［▲7］  〔▲43．8】  

44  33  32  29  42  56  77  70  82  92  25．8  10  12．2  

性 的 虐 待  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0）  

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  ［0］  

25  27  25  24  18  14  31  26  24   13  3．7  ▲11  ▲45．8  

怠慢又は拒否  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0）  

［0］    ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［3］  ［25．0］  ［3］  

0   0   0   0  0  0  0  0  0  0  

心 理 的 虐 待  （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   

［0］  ［0〕  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  ［0］  

年 区分   12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年  1雫戚比（％）   
増減数  増減率   

190  194  179  166  239  229  316  315  319  347  100．0  28  8．8  

総   数 （人）  （66）  （63）  （45）  （57）  （60）  （49）  （53）  （100．0）  （4）  （8．2）  

［9］  ［8］  ［16］  ［8］  ［10］  ［14］  ［11］  ［100．0］  ［▲3］  【▲21．4】  

127  139  121  115  186  162  215  224  217  244  70．3  27  12．4  

身 体 的 虐 待  （66）  （63）  （45）  （57）  （60）  （49）  （53）  （100．0）  （4）  （8．2）  

［9】  ［8］  ［16］  ［8］  ［10］  ［14］  ［9］  ［81．8］  ［▲5］  【▲35．7］  

44  32  36  32  39  56  77  69  82  91  26．2  9  11．0  

性 的 虐 待  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0〉  

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  （0）  

19  23  22  19  14    24  22  20   12  3．5  ▲8  ▲40．0  

怠慢又は拒否  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0〉  （0．0）  （0）  

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［2〕  ［18．2］  （2）  

0   0   0   0  0  0  0  0  0  0  

心 理 的 虐 待  （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  （0）   

（注）上段の（）は、保護者が、児童と共に死ぬことを企図し、児童を殺害（未遂を含む）して自殺（未遂を含む）を   
図った場合を外数で計上した。  

下段の［］は、出産直後の殺人（未遂を含む）及び遺棄致死の場合を外数として計上した。  
以下の表についても同じ。  
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（2）罪種別検響状濁   

児童虐待事件の罪種別検挙件数  

年 罪種   12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年  構成比（％）   
増減数  増減率   

186  189  172  157  229  222  297  300  307  335  100．0  28  9．1  

総  数（件）  （46）  （47）  （37）  （43）  （38）  （36）  （39）  （100．0）  （3）  （8．3）  

［9］  ［8］  ［16］  〔8］  ［10］  〔14］  ［11］  ［100．0］  ［▲3］  【▲21．4］  

31  31  19  23  30  24  48  39  45  23  6．9  ▲22  ▲4臥9  

殺  人  （46）  （47）  （37）  （43）  （38）  （36）  （39）  （100．0）  （3）  （8．3）  

［9］  ［8］  ［16］  ［8］  ［10］  ［14］  ［9］  ［81．8］  【▲5］  〔▲35．7］  

92  97  94  80  128  125  133  156  135  183  54．6  48  35．6  

傷  害  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0）  

【0］  ［0］  ［0］  ［0〕  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  ［0］  

20  23   18  17  22  17  15   15  19  12  3．6  ▲7  ▲36．8  

傷 害 致 死  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0）  

〔0］  ［0］  ［0］  ［0］  【0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  【0］  

0   0   0   0  0  0  4  0  0  0．3  

暴  力  行  為  （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   

［0］  ［0］  ［0］    〔0］  ［0］  ［0］  ［0．0〕  ［0］  

4   8   5   6  9  

暴  行  （0）   

［0］  〔0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  ［0］  

0   0   0  0  2  5  4  

逮  捕  監  禁  （0）   

［0］  ［0］    ［0］  ［0］  ［0］  【0］  ［0．0］  ［0］  

15   4   7   6  

強  姦  （0）   

［0］  ［0】  〔0］  ［0〕  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  ［0］  

9   5   4   3  8  7  

強 制 わ い せ つ  （0）   （0）   （0）   

［0］  ［0］  ［0］  【0］  【0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  ［0］  

17  13  22  18  15    25  25  44  30  9．0  ▲14  ▲31．8  

児童福祉法違反  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0）  

【0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0〕  ［0．0］  ［0］  

児 童 買 春・  0   0   0   0  0  0  2  3  2  15  

児 童 ポル ノ  （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   

禁 止 法 違 反  【0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  【0．0］  ［0］  

3  10   0   2  8  9  2  2  

青 少 年 保 護  
育 成 条 例 違 反  

（0）   

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  【0］  ［0］  ［0．0］  ［0〕  

13  17  20  16  12   7  7  

保護責任者遺棄  （0）   

【0］  【0］  【0］  【0］  【0］  【0］  ［2］  ［18．2］  

2   3   0   3  3  2  2  2  4  

重 過 失 致 死 傷  （0）   （0）   （0）   （0）   

［0］  【0］  ［0］  【0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  【0］  

0   0   0  0  0  0  0  0  0  

覚せい剤取締法違反  （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   

［0］  ［0］  ［0］  ［0〕  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  ［0］  

0   0   0   0  0  0  0  0  

学校教育法違反  （0）   （0）   （0）   （0）   

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  【0］  

0   0   0   0  0  0  0  0  0  

現住建造物等放火  （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   

【0］  〔0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  【0］  ［0．0］  ［0］  
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児童虐待事件の罪種別検挙人員  

牛 区分   12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年  構成比（％）   増減数  増減率   

208  216  184  183  253  242  329  323  319  356  100．0  37  11．6  

総  数（人）  （49）  （50）  （37）  （45）  （40）  （36）  （39）  （100．0）    （8．3）  

［10］  ［8］  ［16〕  ［8〕  〔10〕  ［16］  ［12］  ［100．0］  ［▲4〕  t▲25．0］  

35  38  20  26  33  25  49  39  45  25  7．0  ▲20  ▲44．4  

殺  人  （49）  （50）  （37）  （45）  （40）  （36）  （39）  （100．0）  （3）  （8．3）  

［10］  ［8］  ［16］  ［8］  ［10］  ［16］  〔9］  ［75．0］  ［▲7］  【▲43．8】  

105  109  101  98  142  141  153  171  144  196  55．1  52  36．1  

傷  害  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0）  

［0］  ［0］  〔0］  ［0］  ［0］  ［0］    ［0．0］  ［0］  

26  32  20  25  29  19   19    23  14  3．9  ▲9  ▲39．1  

傷 害 致 死  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0）  

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0〕  ［0］  ［0．0］  ［0］  

0   0   0   0  0  0  4  0  0  0．3  

暴  力  行  為  （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0〕  ［0］  

4   9   5   6  16   9  15  16  18  22  6．2  4  

暴  行  （0）   

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  【0］  

0   0   0  0  3  5  6  20．0  

逮  捕  監  禁  （0）   

［0］  〔0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  ［0］  

15   4   7   6   16   16   14  22   16  26  7．3  10  62．5  

強  姦  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0）  

【0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0〕  【0］  ［0．0］  ［0］  

9   5   4   3  8  7  10  17  5．9  

強 制 わ い せ つ  （0）   （0）   （0）   

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0〕  ［0］  ［0．0コ  ［0］  

17  14  21   18  17  32  26  25  45  30  8．4  ▲15  ▲33．3  

児童福祉法違反  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0）  

［0］  ［0］  ［0］  ［0〕  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0〕  ［0］  

児 童 買 春・  0   0   0   0  0  0  2  4  16  

児 童 ポ ル ノ  （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   

禁 止 法 違 反  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  【0．0］  ［0］  

3  10   0   り  8  9  2  2  

青 少 年保護  
育成条例違反  （0）   

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  ［0］  

17  23  25  20  16  8  21  9  

保護費佳肴遺棄  （0）   （0）   （0）   

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0コ  ［3］  ［25．0］  ［3］  

3   3   0   4  3  3  3  3  5  

重 過 失 致 死 傷  （0）   （0）   （0〉   （0）   

〔0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0〕  【0〕  【0．0］  ［0］  

0   0   0  0  0  0  0  0  0  

覚せい剤取締法違反  （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  〔0．0］  ［0］  

0   0   0   0  0  0  0  2  0  0  

学校教育法違反  （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  【0］  ［0］  ［0．0］  ［0〕  

0   0   0   0  0  0  0  0  0  

現住建造物等放火  （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0〕  ［0］  ［0〕  ［0．0］  ［0］   
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（3）死亡事件の検挙状況   

検挙件数  

年 区分   12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年 繹成比（％）  増減数  増減率   

44  60  38  41  49  37  53  35  44  27  100．0  ▲17  ▲38．6  

総   数 （件）  （37）  （32）  （24）  （35〉  （26）  （28）  （27）  （100．0）  （▲1）  （▲3．6）  

［9］  ［8〕  ［16］  ［8］  亡10］  ［14］  ［10］  ［100．0］  ［▲4］  【▲28．6］  

17  23  13  16  19  15  30  15  19   8  29．6  ▲11  ▲57．9  

殺  人  （37）  （32）  （24）  （35）  （26）  （28）  （27）  （100．0）  （▲1）  （▲3．6）  

［9］  【8］  ［16］  t8〕  ［10］  【14］  ［8］  ［80．0］  ［▲6］  〔▲42．9］  

23  28  18  17  22  17  15  15   19  12  44．4  ▲7  ▲36．8  

傷  害  致  死  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0）  

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  （0）  

0   0   0   0   0   0   0   2   0   2  7，4  2  

逮 捕 監 禁 致 死  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0）  

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  【0］  ［0．0］  （0）  

3   6   7   5   3   6  2   3   2  7．4  ▲1  ▲33．3  

保護責任者遺棄致死  （0）                     （0）  （0）  （0）   （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0）  

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［2］  ［20．0］  〔2］  

3   0   3  3  2  2  2  3  50．0  

重 過 失 致 死   （0）   （0）   （0）   （0）   

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0〕  ［0］  ［0〕  ［0．0〕  （0）  

0   0   0   0   0   0  0  0   0  0．0  ▲1  ▲100．0  

現住建造物等放火  （0）   （0）  

【0〕  ［0〕  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  （0）   

被書児童数  

年 区分   12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年 構成比（％）  
増減数  増減率   

44  61  39  42  51  38  59  37  45  28  100．0  ▲17  ▲37．8  

総   数 （人）  （51）  （41）  （29）  （44）  （43）  （39）  （37）  （100．0）  （▲2）  （▲5．1）  

［10］  ［8］  〔16〕  ［8］  ［10］  ［14〕  【10］  【100．0］  ［▲4］  t▲28．61  

17  23  14  17  21   16  36  17  19   8  28．6  ▲11  ▲57．9  

殺  人  （51）  （41）  （29）  （44）  （43）  （39）  （37）  （100．0）  （▲2）  （▲5．1）  

［10］  【8］  【16］  ［8］  ［10】  ［14］  ［8］  ［80．0］  〔▲6】  【▲4乙9〕  

23  28  18  17  22  17  15   15   19  12  42．9  ▲7  ▲36．8  

傷  害  致  死  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0）  

［0］  ［0］  〔0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  ［0コ  

0   0   0   0   0   0   0   2   0   2  7．1  2  

逮 捕 監 禁致 死  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0）  

［0］  ［0］  〔0］  ［0］  ［0］  ［0］  亡0〕  【0．0］  ［0〕  

3   7   7   5   5   3   6   2   3   2  7．1  ▲1  ▲33，3  

保護費任者達乗数死  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0）  

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0〕  〔0］  ［2］  ［20．0］  ［2］  

3   0   3   3   2   2   2   4  14．3  2  100．0  

重 過 失 致 死   （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0）  

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  【0］  ［0］  ［0．0］  ［0］  

0   0   0   0   0   0   0   0   2   0  0．0  ▲2  ▲100．0  

現住建造物等放火  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0）  

［0］  ［0］  √［0］  ［0］  ［0］  ［0］  〔0］  ［0．0］  ［0］  
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（4）加青春と被害者との関係別・罪種別の検掌状況   

加害者と被害者との関係別検挙状況  

年  増減数  増減率   

208  216  184  183  253  242  329  323  319  356  100．0  37  11．6  

総  数 （人）  （49）  （50）  （37）  （45）  （40）  （36）  （39）  （100．0）  （3）  （乱3）  

［10］  ［8］  ［16］  ［8］  ［10］  ［16］  ［12］  ［100．0］  ［▲4］  【▲25．0］  

137  136  116  119  163  168  218  215  221  251  70．5  30  13．6  

父  親  等  （11）  （7）  （8）  （9）  （8）  （10）  （7）  （17．9）  （▲3）  （▲30．0）  

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  〔2］    ［8．3］  【▲1］  【▲50．0〕  

60  50  43  49  81  77  86  91  85  118  33．1  33  38．8  

実  父  （10）  （6）  （8）  （8）  （7）  （9）  （6）  （15．4）  （▲3）  （▲33．3）  

［0］  【0］  ［0］  ［0］  ［0］    ［8．3］  

22  31  34  40  41  47  56  55  66  67  18．8   1．5  

養 ・ 継 父  （0）      （0）  （0）  （0＿0）  （0）  

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［2］  ［0］  ［0．0］  ［▲2〕  【▲l00．0】  

47  46  34  23  30  43  52  46  52  53  14．9    1．9  

内  縁  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）  （0．0）  （0）  

〔0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  ［0］  

8   9   5   7   24  23   18   13  3．7  ▲5  ▲27．8  

そ   の  他  （0）  （0）  （0）  （0）  （0）      （2．6）  （0）  

［0］  【0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  〔0］  

71  80  68  64  90  74  111  108  98  105  29．5  7  7．1  

母  親  等  （38）  （43）  （29）  （36）  （32）  （26）  （32）  （82．1）  （6）  （23．1）  

［9〕  ［8］  〔16］  ［8］  ［10］  ［14］  ［11］  ［91．7］  ［▲3］  〔▲2l．4］  

64  74  60  58  72  69  96  97  95  98  27．5  3  3．2  

実  母  （38）  （41）  （29）  （35）  （29）  （25）  （31）  （79．5）  （6）  （24．0）  

［9］  ［8］  ［16］  〔8］  ［10］  〔14］  ［11］  〔91．7］  ［▲3］  t▲21．4〕  

2   り  7  3  8  2  2  

養 ・ 継 母   （0）   （0）   （0）   （0）   

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  ［0］  

0   0   0   0  0  0  0  0  0  

内  縁  （0）   （0）   （0）   

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0］  ［0］  

6   4   4  2  6  10  5  

そ  の  他  （0）   

〔0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0．0〕  ［0〕   

（注）「その他」は、祖父母、伯（叔）父母、父母の友人・知人等で保護者と認められる看である。  
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加害者の罪種別検挙状況  （平成21年）  

父親等  実父  養・継父  内縁  その他  母親等  実母  養・継母  内縁  その他   

356  251  118  67  53  13  105  98   2  0  

総  数 （人）                    （0）   （0）   
［12］  同  圃  ［0］  ［0］  〔0］  ［11］  ［11］  ［0］  ［0〕  〔0］  

25  6  0  0  0  0  

殺  人   （39）   

【9］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［9］  【9］  ［0］  〔0〕  ［0］  

196  142  78  29  31   4  2  0  

傷  害             （0）   
【0］  ［0］  ［0］  ［0］  〔0］  ［0］  ［0］  ［0〕  【0］  ［0］  ［0］  

14  6  2  0  3  8  7  0  

傷 害 致 死   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   

［8］  ［0］  ［0］  ［0〕  亡0］  ［0］  ［0］  〔0］  ［0］  ［0〕  〔0］  

0  0  0  0  0  0  0  

暴  力  行  為   

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  〔0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0〕  ［0］  ［0］  

22  7  5  3  0  7  7  0  0  

暴  行   （0）   

［0］  ［0］  【0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  〔0］  ［0］  ［0］  

6  4  2  0  2  2  0  0  

逮  捕  監  禁   （0）   （0）   （0）   

亡0］  ［0］  ［0］  ［0コ  ［0］  ［0］  ［0］  亡0］  ［0］  ［0〕  ［0〕  

26  25   9  5  0  0  0  

強  姦       （0）   
［0］  【0］  ［0］  ［0］  ［0］  〔0］  ［0】  ［0］  〔0］  〔0］  〔0］  

18  2  7  7  2  0  0  0  0  

強 制 わ い せ つ   （0）   

［0］  ［0］  ［0〕  〔0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0〕  ［0］  ［0］  ［0］  

30  9  3  4  3  3  0  0  

児童福祉法違反   （0）   

［0〕  ［0コ  ［0］  亡0］  〔0］  ［0］  【0］  ［0〕  ［0〕  ［0］  ［0］  

16  5  2  2  0  0  0  

児童買春・児まポルノ  
禁 止 法 連 反   （0）   （0）   （0）   （0）   

［0〕  【0］  ［0］  ［0］  〔0】  ［0コ  ［0］  ［0］  〔0］  ［0］  ［0〕  

2  2  0  2  0  0  0  0  0  0  

青少年保護育成 条 例 違 反   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   （0）   

［0］  〔0］  ［0］  ［0］  ［0〕  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  ［0］  問  
9  2   0   0   7   7   0   0  0  

保護棄任者遺棄   （0）  

［3〕  圃  圃  【0］  ［0］  ［0］  ［2］  ［2］  ［0］  〔0］  ［0］  
5  3   2   0   0   2   2   0   0  0  

重 過 失 致 死 傷   （0）  

［0］  ［0］  ［0］  ［0］  【0］  ［0］  ［0］  ［0］  〔0］  〔0］   

（注）「その他」は、祖父母、伯（叔）父母、父母の友人・知人等で保護者と認められる着である。  
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（5）被育児暮の年齢別・性別の状況   

被害児童の年齢別・性別の状況   

12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  増減数  増減率  

190  194  179  166  239  229  316  315  319  347  100．0  143  204  28  8，8  

総 数（人）  （66）  （63）  （45）  （57）  （60）  （49）  （53）  （100．0）  （32〉  （21）  （4）  （8．2）  

［9］  ［8］  ［16］  ［8］  ［10］  ［14］  ［11］  ［100．0］  ［8］  ［3］  ［▲3］  【▲21．4］  

28  42  37  28  42  34  42  47  47  40  11．5  25  15  ▲7  ▲14．9  

1歳未満  （11）  （10）  （9）  （4）  （5）  （6）    （5．7）  （3）  （0）  （▲3〉  （▲50．0）  

［9］  ［8〕  ［16］  ［8］  ［10］  ［14］  ［11］  ［100．0］  ［8］  ［3］  ［▲3］  【▲2l．4コ  

15  19  10  13  18  10   8  20  16  15  4．3   8   7  ▲1  ▲6．3  
1歳  

（4）  （6）  （4）  （7）  （6）  （3）  （3）  （5．7）  （2）    （0）  （0．0）  

16  22   8  21  21   8  12  14  14  20  5．8   9  6  42．9  
2歳  

（8）  （8）  （3）  （6）  （4）    （4）  （7．5）  （3）    （3）  （300，0）  

22  16  15  12  17  21  22  24  18  14  4，0   9   5  ▲4  ▲22．2  
3歳  

（5）  （6）  （3）  （3）  （2）  （4）  （5）  （9．4）    （4）    （25．0）  

10   6   5  14   9  14  17  21  18  19  5．5  8   5．6  
4歳  

（5）  （5）  （2）  （6）    （3）  （6）  （11．3）  （5〉    （3）  （100．0）  

9   8  9  12  17  16  25   7   9  2．6   3   6   2  28．6  
5歳  

（5〉  （6）  （2）  （3）  （6）  （6）  （4）  （7．5）  （4）  （0）  （▲2）  （▲33．3）  

9   8  10   8  10   7  22  10  10  16  4．6  10   6   6  60．0  
6歳  

（2）  （8）  （3）  （2）  （5）  （9．4）    （4）  （3）  （150．0）  

5   9   5   9  12  12  16    10    3．2   2   9   10．0  
7歳  

（6）  （3）  （2〉  （2）  （4）  （7）  （5）  （9．4）  （2）  （3）  （▲2）  （▲28．6）  

4   3   9   7   6  12  17   9  12  14  4．0  3   2  16．7  
8歳  

（0）  （5）  （3）  （2）  （5）  （3）  （2）  （3．8）      （▲1）  （▲33．3）  

8   4   5   3   4  12  16   9   8  19  5．5  8    137．5  
9歳  

（5）  （3）  （4）  （6）    （2）  （4）  （7．5）  （3）    （2）  （100．0）  

5   4   6   3  12  10  16   9  15  22  6．3   9  13   7  46．7  
10歳  

（5）    （0）    （4）  （5）  （2）  （3．8）      （▲3）  （▲60．0）  

6   5   5   9   6  14  13  12   9  2．6   6   3  ▲3  ▲25．0  
11歳  

（2）  （3）  （4）    （4）  （0）  （3）  （5．7）  （2）    （3）  

6 6 6  10   4   9   9    13  26  27  7．8    16   3．8  
12歳  

（4）    （3）  （3）    （2）  （4）  （7．5）  （2）  （2）  （2）  （100．0）  

4   6   8   √）  20   9  26  15  17  21  6．1   5  4  23．5  
13歳  

（3）      （3）  （7）      （1．9）   （0）  （0）  （0．0）  

12  15  10   8  13  15  17  25  26  30  8．6   6  24  4  15．4  
14歳  

（2）  （2）  （0）    （3）  （2）  （0）  （0．0）  （0）  （0）  （▲2）  ，▲100，0）  

13   9   9   9  13  14  22  21  28  8．1   3  7  33．3  
15歳  

（0）    （2）    （0）  （0）    （1．9）   （0〉  

7   6  9  12  15  15  25  13  3．7   2  

16歳  

（0）   

6   5   5   7   8  
√） （一  

3  17．6  
17歳   

（0）   
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12 福祉犯の取締り  

（1）送致件数及び送致人見   

福祉犯の法令別送致件数  

12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年  増減数  増減率   

総  数   7，673  7，328  7，322  6，852  6，555  6，837  7，164  7，175  7，192  7，751  559  7．8  

未成年者飲酒禦止法  61  99  101  110    108  154  165  182  157  ▲  25  ▲ 13．7  

未成年者喫煙禁止法  13  10   9  18  30  45  56  91  323  804  481  148．9  

風営適正化法  687  587  556  537  522  571  645  646  560  425  ▲ 135  ▲ 24．1  

売 春 防 止 法  168  180  230  169  228  165  127  126  103  104   1．0  

児 i 福 祉 法  652  728  757  621  704  731  653  626  513  457  ▲  56  ▲10．9  

兜1‖■竃・兜t▲●Iノー止法  1，155  1，562  2，091  1，945  1，845  2，049  2，229  1，914  1，732  2，030  298  17．2  

労 働 基 準 法  112  119  71  56  56  115  104  119  90  58  ▲  32  ▲ 35．6  

職業 安 定 法  183  160  129  129  107  93  97  54  67  34  ▲  33  ▲ 49．3  

書物及び劇物取締法  1，326  1，195  776  745  498  342  222  191  112  111  ▲  1  ▲  0．9  

覚せい剤取締法  721  550  424  319  252  250  170  147  99  135   36  36．4  

青少年保穫育成条例  2，543  2，069  2，087  2，110  2，020  2，251  2，578  2，896  2，970  3，013   43  1．4  

出会い薪サイト蠣刊法  31  18  47  122  367  348  ▲  19  ▲ 5．2  

そ   の   他  52  69  91  93  151  99  82  78  74  75   1．4   

福祉犯の法令別送故人員  

12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年  増減数  増減率   

総  数   6，504  6，379  6，221  6，019  5，836  6，011  6，532  6，768  6，983  7，395  412  5．9  

未成年者飲酒禁止法  82  159  133  170  158  140  235  246  272  197  ▲  75  ▲ 27．6  

未成年者唄闇摺止法   9   6  12  18  31  50  63  108  394  922  528  134．0  

風営適正化法  1，078  940  929  833  749  858  949  983  823  637  ▲ 186  ▲ 22．6  

売 春 防 止 法  121  126  134  94  118  120  82  63  59  66   7  11，9  

児 童 福 祉 法  533  617  573  592  671  565  548  494  518  436  ▲  82  ▲15．8  

児tT曽・兜1l●Iノ幕止法  777  1，026  1，366  1，374  1，232  1，336  1，490  1，361  1，272  1，515  243  19．1  

労 働 基 準法  115  139  65  55  69  110  98  164  121  69  ▲  52  ▲ 43．0  

職 業 安 定 法  178  130  116  121  101  92  102  53  63  43  ▲  20  ▲ 31．7  

毒物及び別物取締法  1，235  1，049  720  645  463  327  209  192  111  110  ▲  1  ▲ 0．9  

覚せい剤取締法  575  467  369  261  204  200  144  135  92  130   38  41．3  

青少年保護育成条例  1，762  1，663  1，725  1，775  1，885  2，110  2，483  2，770  2，817  2，859   42  1，5  

出会い需サイト 爛＝相法  29  17  48  114  367  341  ▲  26  ▲  7．1  

そ   の   他  39  57  79  81  126  86  81  85  74  70  ▲   4  ▲ 5．4   
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（2）福祉犯への暴力団等関係者の関与状況  

福祉犯への暴力団等関係者の関与状況  
総  

暫定値  

風  ＝ヒ フC  児  児ポ  労  職  毒劇  覚  育育  出現  そ  
せ  フ耳  

営 適  
正  

基  安   取  剤  年   の  

化   保粂  サ イ  

数                         他  

21年送致人員   7，395  637  66  436  1，515  69  43  110  130  2，859  341  1，189  

暴力団等関係者  447  56  15  92  56   10  12  74  103   2   26  

関  与  率  6．0  8．8  22．7  21．1  3．7  1．4  23．3  10．9  56．9  3．6  0．6  2．2  

構  成  比  100．0  12．5  3．4  20．6  12．5  0．2  2．2  2．7  16．6  23．0  0．4  5．8   

20年送致人員   6，983  823  59  518  1，272  121  63  111  92  2，817  367  740  

暴力団等関係者  446  72  16  123  36   9  14   7  39  107   22  

関  与  率  6．4  8．7  27．1  23．7  2．8  7．4  22．2  6．3  42．4  3．8  0．3  3．0  

構  成  比  100．0  16．1  3．6  27．6  8．1  2．0  3．1  1、6  8．7  24．0  0．2  4，9   

暴力団等関係者増減数  ロ  ▲ 16  ▲  1  ▲ 31  20  ▲  8  ▲  4   5  35  ▲  4   4   

暴力団等関係者増減率   0．2  ▲22．2  ▲ 6．3  ▲25．2  55．6  ▲88．9  ▲28．6  71．4  89．7  ▲ 3，7  100．0  18．2   

（3）児童買春・児主ポルノ♯止法  

児童買春・児童ポルノ禁止法違反の送致状況  定値  

12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年  増減数  増減率   

送致件数（件）    1，155  1，562  2，091  1，945  1，845  2，049  2，229  1，914  1，732  2，030  298  17．2  

児 童 買 春   985  1，410  1，902  1，731  1，668  1，579  1，613  1，347  1，056  1，095   39  3．7  

うち出会い系  
サイト利用に  
係るもの   
うちテレホン  
クラブ営業に  26  56．5  
係るもの   

児童ポルノ   170  152  189  214  177  470  616  567  676  935  259  38．3  

うちインター  
ネット利用に  
係るもの   

送致人員（人）    777  1，026  1，366  1，374  1，232  1，336  1，490  1，361  1，272  1，515  243  19．1  

児 童 買 春   613  898  1，201  1，182  1，095  1，024  1，140  984  860  865   5  0．6  

うち出会い系  
サイト利用に  
係るもの   
うちテレホン  
クラブ営業に  17  35．4  
係るもの   

児童ポルノ   164  128  165  192  137  312  350  377  412  650  238  57，8  

うちインター  
ネット利用に  
係るもの   

（4）福祉犯被青少年  

福祉犯被害少年の男女別状況  

12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年  増減数  増減率   

総  数    8，291  8，153  7，364  7，304  7，456  7，627  7，258  7，375  7，014  7，170   156  2．2  

男  子   2，348  2，156  1，491  1，404  1，224  1，258  1，339  1，305  1，465  1，746  281  19．2  

構 成 比  28，3  26．4  20．2  19．2  16．4  16．5  18．4  17．7  20．9  24．4  3．5  

女  子   5，943  5，997  5，873  5，900  6，232  6，369  5，919  6，070  5，549  5，424  ▲ 125  ▲ 2．3  

構 成 比  71．7  73．6  79．8  80．8  83．6  83．5  81．6  82．3  79．1  75．6  ▲ 3．5  
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児童買春事件の被害児童  暫定値  

12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年  増減数  増減率   

総  数   840  1，214  1，630  1，546  1，596  1，504  1，325  1，144  846  897   51  6．0  

未 就 学   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

小  学  生   8   5   4   6  10   7   7   2   0   2   2  

中  学  生  279  477  640  586  596  588  478  378  323  325   2  0，6  

高  校  生  32（5  488  575  638  670  558  460  460  343  333  ▲  10  ▲ 2．9  

そ の 他 の    10   
学 生  

9   6   2  10   4   4   5   5   4  400．0  

有 職 少 年  29  26  60  39  36  52  49  50  23  34   47．8  

無 職 少 年  188  209  345  275  274  295  327  249  156  198   42  26．9   

児童ポルノ事件の被害児童  暫定値  

12年  13年  14年  15年  16年  17年  18年  19年  20年  21年  増減数  増減率   

総  数   123  175  60  71  82  246  253  275  338  411   73  21．6  

未  就  学   0   0   5  12   6   6   9   3  50，0  

小  学  生  71  75  12  m   5  26  26  24  33  56   23  69．7  

中  学  生  22  76  20  15  30  68  126  105  126  159   33  26．2  

高  校  生  27  19  16  41  33  119  74  122  147  162   15  10．2  

そ の 他  
0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0  の 学 生  

有 職 少 年   2   7   3   4   4   3   6   7   3  ▲   4  ▲ 57．1  

無 職 少 年   2   4  ヽ 1  10  24  10  12  19  22   3  15．8   
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（5） 出会い系サイト規制法  

出会い系サイト規制法第6粂（禁止誘引行為）各号違反車件の送致状況暫          定値  

16年  17年  18年  19年  20年  21年  増減数  増減率   

送致件数（件）  31  18  47  122  367  348  ▲ 19  ▲ 5．2  

1 号   12   8  18  42  102  75  ▲ 27  ▲26．5  

2  号   6   4  15  56  158  154  ▲  4  ▲ 2．5  

3  号   12   6   8  13  50  46  ▲  4  ▲ 8．0  

4  号   0   6    57  73  16  28．1   

送致人員（人）  29  17  48  114  367  341  ▲ 26  ▲ 7．1  

1 号   10   7  16  37  102  74  ▲ 28  ▲27，5  

2  号   6   4  17  53  157  154  ▲  3  ▲1．9  

3  号   12   6   8  12  48  33  ▲ 15  ▲31．3  

4  号   0   7  12  60  80  20  33．3   

注）1号：児童に対する性交等の誘引、児童に対する性交等の周旋  

2号：大人に対する児童との性交等の誘引、大人に対する児童との性交等の周旋  

3号：児童に対する対償供与異性交際の誘引、児童に対する対償供与異性交際の周旋  

4号：児童との対償収受異性交際の誘引、児童との対償収受異性交際の周旋  
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